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著
作
権
の
基
本 

一．著作物の著作者に敬意を表すること。 
 
二．著作物の著作権を尊重すること。 



著
作
者
に
敬
意
を
表
し
、 

著
作
権
を
尊
重
す
る
と
は 

具
体
的
に
は
、 

ど
う
い
う
こ
と
か
？ 



「 あなたの作品は 
  とても素晴らしいと思いました。 
  ですから、ぜひ、 
  私の自治会の活動で、 
  100名にコピーして 
  配布したいと考えたのですが、 
  ご了解いただけるでしょうか？ 」  

著
作
者
に
敬
意
を
表
し
、 

著
作
権
を
尊
重
す
る 

＝挨拶をして、了解を得ること 



「当作品を気に入っていただき、 
 誠にありがとうございます。 
 作者ともども、大変うれしく思っています。 
 
 さて、当作品の利用に際しては、 
 配布人数が100名まででしたら、 
 著作権使用料として税込10万円を 
 頂戴しております。」 

す
る
と
、
作
者
の
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
か
ら 

お
返
事
が
あ
り
ま
し
た
。 



「自治会のボランティア活動で 
地域住民に配りたい」 
 
→ 安くしてもらったり、無料でいいですよといってくれることも。 
→ ただし、その場合、「作者の氏名を表示してほしい」、 
   「どのように使用したかレポートを送ってほしい」 
   等の条件が出されることも。 

「
交
渉
」 



 了解（許諾）を得る 
 交渉をする 
 料金を支払う 
 しかも、必ず「事前に」 
 
面倒なのは、作者も同じ。 
断りの連絡を入れてくれるだけで「十分だ」
という作者もいるが、お金を払ってくれれば
利用者側の「敬意」も十分伝わるというのが
本音のところかもしれない。 

許
諾
交
渉
（著
作
権
処
理
）は
、 

と
て
も
手
間
が
か
か
る 



面倒な手続きを代行する団体 
※許諾を得ずとも料金さえ払えばよい。 

 
（公）日本複製権センター（ＪＲＲＣ） 

  
 →音楽であればＪＡＳＲＡＣやAVEXが有名 
 →学校教育であれば、法的に定められた 
  授業目的公衆送信補償金等管理協会 
  （ＳＡＲＴＲＡＳ） ※後述 
 

双
方
の
手
間
を
一
定
程
度 

軽
減
す
る
た
め
の
仕
組
み 



個人学習塾等の民間企業等が 
無許諾で著作物をコピーする場合 

 
単価4円×コピー著作物数×部数 
 

＝支払料金 

著
作
権
使
用
料
の
料
金
計
算 

（ページ数） 

（公）日本複製権センターＪＲＲＣ 



仮に、全校児童600名の小学校 
児童一人1日5時間の授業で 
著作物を５つコピーした場合 
 

年200日x4円x5つx600名(部)=240万円/年 
 
※板書もノートも著作物（教科書の文章等）を写せば「コピー」に該当し
ますので、児童生徒の日々のコピーは、もしかしたら、1日5つ以上ある
かもしれません。 
※なお、コピーする著作物を有料で取得したか、無料で取得したかは
無関係です。現に教科書は子どもたちは無料で取得しています。 

も
し
も
、
学
校
な
ら
ば
、 

単価4円×コピー著作物数×部数＝支払料金 



しかし、１９７０年（昭和４５年） 
著作権法 第35条制定 
 

特別に 
学校の授業では 
必要と認められる範囲で 
「無許諾・無料」で 
著作物のコピー可 

著
作
権
法
第
三
十
五
条 



日本の１学年150万人で計算すると 
 
150万人ｘ200日x４円ｘ5つ＝６０億円/年 
小中高校合わせて ７２０億円/年 

 
しかし、法律によって、 
50年間で、 
小中高校だけでも、 

3兆円以上「免除」されてきた。 

お
金
に
換
算
す
る
と 



ただし、法律の条文だけで判断すれば、 
児童生徒が無断コピーするのは 
２００３年までは「違法」とみなせなくもありません。 
1970年以来、33年間、授業目的の無断コピーは 
教師のみ（教育を担任する者）に許された特例
でした。つまり、違法状態が黙認されてきました。 
 
本当は、著作権者の許諾が必要だった。 
（料金の支払いも必要だったかもしれない） 

じ
つ
は
違
法
状
態
？ 



さらに、学校の授業での著作物のインターネットや 

ファックス、放送等による無断受送信行為（公衆送信）は、 
2020年4月28日まで違法。これまで「黙認」。 
たとえば、以下のような行為。 

も
う
一
つ
の
違
法
状
態 

インターネット
接続 

YouTubeなどを表示 

教室の電子黒板でYouTubeの映像
をうつし、それを、教室の児童生徒に
視聴させる行為 

この行為を 

「公衆送信を伴う公の伝達」 
と言い、著作権者の許諾が必要で
あった（現在は無断でも合法）。 

コピーよりもはるかに高額の料金 

電子黒板 



×いままでお金がかからなかったのに、突然、お金を支払うのはおかしい 
 見逃してもらっているだけ。学校現場をくまなくチェックした

ら違法状態のものがもっとたくさんあるかも。民事ばかりでは
なく、刑事告訴もありうる。 

 しかし、過去のことは不問とし、2018年に法を改正し、新しい
仕組みを構築（文科省・文化庁）。 
 

× 補償金が高い 
 むしろ、激安といってよい（年間消しゴム１個分程度） 
 児童数600名の小学校の場合 

    ６００名ｘ１２０円＝7万2千円/年間で固定 
   ※しかも、公衆送信の回数制限や著作物数の制限がない。 
    なので、どんどん利用するべき（権利者もそれを望んでいる） 
     ＞著作権法の趣旨にも合致 

 JRRC公衆送信の単価はコピー単価４円よりもはるかに高額 
   例：単価10円・600名児童が1日Ｘ著作物を公衆送信でさえ 
   １０円ｘ６００名ｘ２００日ｘ著作物数Ｘ＝１２０Ｘ万円/年 

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金 



× SARTRAS怪しい・利権だ 
 ＳＡＲＴＲＡＳは法で定められ、
文化庁長官の認可をうけた日本
で唯一の補償金業務代行団体。
補償金は、各著作権管理団体に
「分配」される。 

 もし、ＳＡＲＴＲＡＳではなく、著作
権者と個別に交渉・契約をしたと
したら金額は青天井。しかも、
「事前に」交渉し、契約をしなけ
ればならない。 

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金 

× 使った分だけ支払う従量制がよい 
 ＧＩＧＡスクール構想下で、もし、使った分だけ料金を支払う従量制で
あった場合、かなりの高額になる。 

 そもそも、いつ、だれが、どの著作物を何度公衆送信したかをすべて
チェックしなくてはならず、事実上、不可能。 



授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金 

× 日本だけだ 
 これはフェイクニュース。むしろ、先進国の中で日本だけ、い
ままで支払っていなかった。日本は著作権制度後進国。補償
金制度は、ドイツ、フランス、オーストラリア等で実施。 

 イギリスは、補償金ではなく、権利者団体と直接学校が契約。
アメリカもかなりの金額を支払っている（米国の大学はよく訴
訟を起こされる）。 

 

× 著作権法改正で学校での利用が厳しくなった 
 これもフェイクニュース。逆に、だいぶ、ゆるくなった。 
 「学校現場で何でもアリになったと誤解されるのではないか」
と懸念されている。 

 そのため、「著作権教育をしっかり実施してほしい」と要望され
ている。 



著作権は、常に我々に開かれている。 
 
この場合は「ダメ」、あの場合は「よい」 
と言わないでください。→ 口にした場合は注意しあう 

 
この場合は「了解が必要」、「料金が必要」 
あの場合は「了解が不要」、「無料」 
と言うように推奨しましょう。 
 

「許諾をとるのが面倒くさいので、利用はダメ」は× 
「許諾が得られなかったので利用はダメ」は◎ 
「料金を払う必要があるが払えなかったのでダメ」は△ 

学
校
教
育
関
係
者
の 

著
作
物
利
用
に
対
す
る
姿
勢 



学
校
教
育
関
係
者
の 

著
作
権
を
尊
重
す
る
態
度 

き
れ
い
事
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が 

我
々
、
学
校
関
係
者
は 

著
作
者
・著
作
権
者
の
み
な
さ
ん
に
対
し
て 

五
十
年
も
の
あ
い
だ 

本
来
、
許
諾
を
得
る
べ
き
と
こ
ろ
を 

無
許
諾
・
無
料
で 

と
き
に
は
違
法
状
態
で 

著
作
物
を 

我
々
の
仕
事
に 

利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
こ
と
に 

感
謝
す
る
こ
と 

作
者
や
ク
リ
エ
イ
タ
ー
な
ど 

著
作
者
と
対
面
す
る
機
会
が
あ
れ
ば 

謝
意
を
伝
え
る
こ
と 

そ
う
し
た
姿
勢
こ
そ 

子
ど
も
に
示
す
べ
き
模
範
で
あ
り 

教
育
者
と
し
て 

あ
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 



著作権に対して 
他人事ではなく 
主体的に関わり 
著作者らとよく対話をして 
相互理解、共通理解を図る。 
これが現代社会の解決方法。 



著
作
権
法
第
三
十
五
条 



2020年4月28日施行 新第35条1 

異時の公衆送信、異時の公衆送信をともなう公の伝達 

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関

（
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）

に
お
い
て

教
育

を
担
任
す
る
者
及
び
授
業

を
受
け
る
者
は
、
そ
の
授
業

の
過
程
に
お
け
る
利
用
に
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ
る

限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た

著
作
物
を

複
製
し
、
若
し
く

は

公
衆
送
信
（
自
動
公
衆
送

信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
送
信
可
能

化
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
行
い
、
又
は
公
表

さ
れ
た
著
作
物
で
あ
つ
て
公
衆

送
信
さ
れ
る
も
の
を
受
信
装
置

を
用
い
て

公
に
伝
達
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
ー
以
降
省
略―

 



授業目的公衆送信補償金制度の新設、同時の公衆送信は補償金対象外 

２ 
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
衆

送
信
を
行
う
場
合
に
は
、
同
項

の
教
育
機
関
を
設
置
す
る
者
は
、

相
当
な
額
の
補
償
金
を
著

作
権
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
規
定
は
、
公
表
さ
れ
た
著

作
物
に
つ
い
て
、
第
一
項
の
教
育
機
関

に
お
け
る
授
業
の
過
程
に
お
い
て
、
当

該
授
業
を
直
接
受
け
る
者
に
対
し
て
当

該
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
若
し
く
は
複

製
物
を
提
供
し
、
若
し
く
は
提
示
し
て

利
用
す
る
場
合
又
は
当
該
著
作
物
を
第

三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
上
演

し
、
演
奏
し
、
上
映
し
、
若
し
く
は
口

述
し
て
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当

該
授
業
が
行
わ
れ
る
場
所
以
外
の
場
所

に
お
い
て

当
該
授
業
を
同
時

に
受
け
る
者
に
対
し
て
公

衆
送
信
を
行
う
と
き
に
は
、

適
用
し
な
い
。 

2020年4月28日施行 新第35条2,3 



学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関 

◆学校教育法第1条校等公教育施設 
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育
学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 
 

◆その他の教育施設 
 保育所、特区学校（株式会社立学校等） 

 

◆社会教育施設等 
 公民館、美術館、博物館等（文化庁や教育委員会管轄） 
 青少年センター（自然の家等）、 教員研修センター等 



授
業
の
過
程 

◆初中等学校の場合、原則学校教育法施行規則や学習
指導要領に規定されるもの 
 教科授業、特別活動、部活動（※）、公開研究授業、学童保育(*) 
 ※学校教育法上は正規の教育課程として認められない部活動や 
   オンライン授業、学童保育等も、著作権法上は、 
   授業として認められる。（ただし、短大や大学等は別） 
 

◆教員研修 
 授業検討会（校内）、教員研修センターでの教員研修 
 教員免許状更新講習（大学等） 
 

◆授業に含まれないもの 
  職員会議、ＰＴＡ活動、放課後学校施設を使った活動など 
  （学習塾など営利企業等が学校施設を使って行う教育） 



教
育
を
担
任
す
る
者 

学校教員、講師、ゲストティーチャー 
 
※教員から指示をうけた事務員、学校司書、 
  ＩＣＴ支援員、ＳＣ、看護師等 



授
業
を
受
け
る
者 

園児、児童生徒、学生（年齢は問わない） 
 
※年少者や障碍者をサポートする者（保護者等）も含む 
※授業参観の保護者や公開研究授業の参観者も含む 



著
作
物 

◆思想や感情を創作的に表現した作品等 
文章、映像、写真、図、モデル、絵、音声、音楽、光、
ソフトウェア等 

 
◆著作物ではないもの 
文字、記号、単純な模様や形、アイディア、データ、
数式、タイトルや名前・名称、事実の記録（試合結
果：中日３－１阪神）、料理の盛り付け、頭の中だけの
想像（構想） 



著
作
物
の
複
製 

板書、筆記、コピー、輪転機、 
録音、録画、写真撮影、 
ＰＣやスマホでの文章入力、 
お絵かき模写、 
ＰＤＦ化、画像化、映像化、音声化 
ＵＳＢメモリーやハードディスク保存等 



公
衆
送
信
１ 

第35条で無断公衆送信が認められる例（１） 

学校外にあるサーバ（クラウド、教育センター等）に、自
宅での予習復習や宿題を含む授業目的で他者の著
作物を含むファイルや映像、音声をアップロードしたり、
ダウンロードしたりする行為。 

教科書や教材を含む授業ビデオ動画を、パスワードを
つけて、教員が担当する児童生徒に配信する。 

なお、学校内に設置され、学校内からしかアクセスできない
サーバへのネットワークを通じた著作物保存は公衆送信で
はない。単なるコピーである。 



学校 

学校 



公
衆
送
信
２ 

第35条で無断公衆送信が認められる例（２） 

本校の教員の面前に児童生徒がいる授業の様子を、
分校（サテライト）にリアルタイム中継する遠隔合同授
業（補償金支払い不要） 



公
衆
送
信
３ 

第35条で無断公衆送信が認められる例（３） 

誰もいない教室で教員が行う授業を在宅の児童生徒
にリアルタイム配信するスタジオ型オンライン授業 

  ※ただし、学校教育法上、正規の教育課程として認められない。 



公
衆
送
信
４ 

第35条で無断公衆送信が認められる例（４） 

●教師があらかじめ用意しておいた授業ビデオや教材を、児童生徒が好
きなときにネットを通じてダウンロードするなどして学習する。 

※予習復習や宿題としては可だが、小中学校の正規の教育課程としては
認められていない。 



公
衆
送
信
５ 

許諾が必要な公衆送信の例 

 学校外にあるサーバに、授業目的で他者の著作物を含むファ
イルをアップロードし、それを「公開」設定にして不特定者が誰
でもアクセスできるような状態にする行為 

 著作物を含む授業ビデオをYouTube等で「公開」する行為 
 学校ホームページで「公開」する行為 
 学校Ａと学校Ｂでやりとりする行為 
 教育委員会が作成した教材を、管轄の学校に配信する行為 

 教員どおしでメールに添付するなどして送受信する行為 （自
分が関与してる教材であれば許諾不要） 

 ＰＴＡ活動や職員会議等、授業として認められない教育活動
での公衆送信 

公衆≠公開 



◎ たとえば、教室でインターネットで受信装置を用いてYouTubeにアクセ
スし、スクリーンに投影して映像を上映（公の伝達）する。 

参考になる映像
がYouTubeにある
ので見てみよう。 

公に伝達 

公衆送信 

先生 

児童生徒 

公
衆
送
信
を
伴
う
公
に
伝
達 

インターネット接続 

YouTubeなどを表示 

電子黒板 



権
利
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る 

まだ公表はされていませんが、以下のような行為は、 
「権利者の利益を不当に害する行為」とされる可能性が高いです。 
著作権者の許諾が必要（ただし、まず許可はおりない）です。 

児童生徒一人１冊購入することが前提の商品のコピー（ドリルなど） 

採択している検定済教科書や全員が購入している図書以外の図書の
大部分をコピーする行為 

 １授業あたり少しづつコピーし、最終的に図書の全部をコピーする行為 

 ＤＶＤの映像の全てをクラウド・サーバにアップロードし、児童生徒がい
つでも自由にダウンロードしたり、ストリーミングで視聴できるようにして
おく行為。 

 レンタルしてきた音楽ＣＤの楽曲を児童生徒全員が自由にダウロードで
きるようにしておく行為 

市販ＣＤの楽曲をビデオのＢＧＭとして映像に組み込んだ卒業生への記
念ＤＶＤビデオを作成し、卒業生に配布する行為 



著
作
者
人
格
権
の
侵
害 

著作財産権ではなく、作者の感情を傷つけるような行為は
してはならないとする著作者人格権が日本の著作権法で
は規定されています。許諾を得れば可能である場合もあり
ます。学校では以下のような行為です。 

絵本のページを大きく拡大コピーする行為（読み聞かせ等） 
  ※絵本の絵は、出版される絵本のサイズにあわせて 
   描いている場合があり、拡大コピーなどをすると 
   感情を害する作者がいる。 
◆写真や絵を勝手にトリミングしたり、改変する行為 
◆作者の氏名を消去する行為 

◆ある児童が図工で描いた途中の絵（非公表）を、別の児童がこっそり
写真撮影し、ネットで公にしてしまうような行為 

◆先生が、ある写真を、写真と無関係の事件を紹介するプリントに掲載
するなどして悪いイメージに利用する。 



今
後
の
著
作
権
教
育 

 

（
権
利
者
か
ら
の
要
望
） 



特例中の特例である著作権第35条のことを児童生徒
に教えてほしいのではありません。それはあくまで特例
ですから、脚注扱い程度でかまいません。 

 
大人も子どもも、著作者に敬意を払い、著作権を尊重
し、コピーをしたり、ネットで送信したりする場合には、必
ず、事前に、著作者（著作権者）に了解を得ることを、
まず、伝えてほしいと思います。 
 

加えて、現代は幼稚園児であっても情報発信者になり
えますし、小学生が著作者になる機会も多いです。 

 

学
校
の
先
生
や
こ
ど
も
た
ち
に
伝
え

て
ほ
し
い
こ
と 



「～をしない」という後ろ向きの教育になりがちの「情報
モラル教育」として著作権教育はやるべきではないと考
えます。 

 
世界的に行われているのは前向きな倫理や公共的道
徳を扱う「デジタル・シティズンシップ教育」として著作
権教育を行うことが理想です。 
 

ＧＩＧＡスクール構想など一人1台時代では、単なる著
作物の利用者としての受け身の教育ではなく、小学校
低学年から著作者や情報発信者としての著作権教育
が今後は求められます。主体的・対話的な学びです。 

学
校
の
先
生
や
こ
ど
も
た
ち
に
伝
え

て
ほ
し
い
こ
と 



1970（昭和45）年－2003（平成15）年の第35条 

教員のみが、一定程度の無断複製を許されていた 

 
学
校
そ
の
他
の
教
育
機

関
（
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お

い
て 

教
育
を
担
任
す
る
者

は
、
そ
の

授
業
の
過
程
に

お
け
る
使
用
に
供
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、

必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に

お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作

物
を

複
製
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の

種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の

複
製
の
部
数
及
び
態
様
に
照

ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不

当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



2004（平成16）年‐2020（令和２）年の第35条1 

学習者（受講者、児童生徒・学生）の無断複製が可能となった。 

 
学
校
そ
の
他
の
教
育
機

関
（
営
利
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お

い
て 

教
育
を
担
任
す
る
者
及

び

授
業
を
受
け
る
者
は
、

そ
の

授
業
の
過
程
に
お
け

る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要

と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い

て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を

複
製
す
る
こ
と
が
で

き
る
。 

 

た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の

種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の

複
製
の
部
数
及
び
態
様
に
照

ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不

当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 



リアルタイムの遠隔授業（サテライト授業等）での公衆送信 

２ 

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
教
育
機
関
に
お
け

る
授
業
の
過
程
に
お
い
て
、
当
該

授
業
を
直
接
受
け
る
者
に
対
し
て

当
該
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
若
し

く
は
複
製
物
を
提
供
し
、
若
し
く

は
提
示
し
て
利
用
す
る
場
合
又
は

当
該
著
作
物
を
第
三
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
上
演
し
、
演
奏

し
、
上
映
し
、
若
し
く
は
口
述
し

て
利
用
す
る
場
合
に
は
、

当
該

授
業
が
行
わ
れ
る
場
所
以

外
の
場
所
に
お
い
て
当
該

授
業
を
同
時
に
受
け
る
者

に
対
し
て
公
衆
送
信
（
自

動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

送
信
可
能
化
を
含
む
。
）
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 

た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類

及
び
用
途
並
び
に
当
該
公
衆
送
信

の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利

益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

2004（平成16）年‐2020（令和２）年の第35条2 


